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１ 補助金交付の条件  

  補助金交付を受けることができるのは，次の要件を全て満たすことができ

る方になります。 

 

○ 町内に住所を有する方又は転入予定の方  

○ 町内に住宅等（家屋，事務所，店舗，自治会館など）を所有する（所有者

の承諾を受けた方及び新築する方を含む）方 

○ 町内の住宅等に新たに太陽光発電システムを設置する方，又は町内の未使

用の太陽光発電システムが設置された住宅等を購入する方 

○ 町税を滞納していない方（同一世帯員を含む） 

○ 過去にこの補助金の交付を受けていないこと 

○ 補助金交付決定後に設置工事に着手すること 

○ 太陽光発電システムは，設置時に未使用であること 

○ 太陽電池モジュールの公称最大出力値が１０ｋＷ未満であるもの 

○ 申請年度内に設置が完了し，実績報告書を提出して受理されること 

○ 設置した太陽光発電システムについて，実績報告までに電力会社へ「電力

受給契約申込書」を提出し，承諾を受けること 

  

２ 補助の内容  

  補助金額は，太陽電池モジュールの最大出力１kW当たり２０，０００円で， 

１件あたりの上限額は１００，０００円です。 

 ただし，太陽電池モジュールの最大出力は，小数点以下第３位を切り捨て 

た数値とし，補助金に１,０００円未満の端数が生じたときは，これを切り捨

てた金額とします。 

※申請時と実績報告時の最大出力に差異が生じ，それによって補助金額が変動

する場合もありますのでご了承ください。 

 

補助金額算出基礎及び補助金額の例 

（例１）太陽電池モジュールの最大出力が３.２８２ｋＷの場合 

     ・補助金算出基礎 ３．２８×２０,０００円＝６５,６００円 

     ・補助金額    ６５,０００円 

（例２）太陽電池モジュールの最大出力が５.６８６ｋＷの場合 

     ・補助金算出基礎 ５．６８×２０,０００円＝１１３,６００円 

     ・補助金額    １００,０００円 

（上限額を超えた場合，補助金額は１００,０００円になります） 
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３ 補助金交付申請の受付  

 

○受付期間   ４月６日（月） ～ １２月１８日（金）まで 

（土・日曜日，祝日を除く） 

○受付時間   午前８時３０分 ～ 午後５時１５分まで 

（正午から午後１時までの時間を除く） 

○受付場所   利根町役場 生活環境課 

（郵送などでの受け付けは行いません） 

○その他    ・受け付けは先着順により随時行いますが，受付期間内で 

         あっても予算額に達した時点で終了しますので，申請前 

 に一度ご確認ください。 

        ・提出書類に不備があった場合には，全ての書類が不備なく 

         提出された時点で受理しますので，速やかに所定の修正 

を行ってください。 

        ・申請を受理後，書類審査及び現地調査を行い，３週間程度 

      で補助金交付決定通知書もしくは不交付決定通知書を郵 

      送します。 

４ 補助金交付申請の方法  

 補助金の交付を受けようとする方は，太陽光発電システム設置工事の着工 

前（太陽光発電システムが設置された建売住宅等を購入する方にあっては 

引渡し前）に，「利根町太陽光発電システム設置費補助金交付申請書（様式 

第 1号）」に次に掲げる書類を添えて申請してください。 

 

（１）太陽光発電システム設置に要する費用の内訳が記載された契約書の写し 

（太陽光発電システム付き住宅等を購入する場合は，売買契約書の写し） 

 

○ 太陽光発電システムの工事であること，太陽電池モジュール最大値， 

設置工事費の内訳が記載されている必要があります。 

○ 太陽光発電システム付き住宅等を購入する場合は，太陽光発電システム

付きの住宅であること，太陽電池モジュール最大値，設置工事費の内訳

が記載されている必要があります。 

※どちらも内訳の記載がない場合は，別途内訳書を添付してください。 
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（２）太陽光発電システムの形状，規格等を説明する書類 

 

○ 太陽電池モジュール及びパワーコンディショナのカタログの写し等を  

添付してください。 

 

（３）太陽光発電システムの配置図及び設置予定場所の案内図 

 

○ 配置図は，太陽電池モジュールの配置図を添付してください。 

○ 案内図は，現地調査時に住宅等の場所が特定できるよう，できるだけ詳

細な地図（住宅地図等）を添付してください。 

 

（４）申請者に住宅等の所有権がない場合は当該住宅等の所有者の承諾書 

 

○ 設置する住宅等が共有名義や家族名義など，申請者本人の単独名義以外

の場合は，住宅等の所有者全員からの承諾が必要です。 

承諾者の印は，申請書と別の印を使用してください。 

ただし承諾者が自書する場合は押印は不要です。 

 

（５）町税に滞納がないことを証明する書類 

    

○ 町内に住所を有し，町で町税を課税されている方は提出の必要はありま

せん。この場合，補助金交付申請にあわせて，「税要件等」調査を行いま

すので，実施についての同意をいただきます。 

○ 利根町以外に住所を有している方，転入して申請される方，転入後間も 

ない方は，現住所地の市区町村（利根町に転入後間もない方は前住所地）

で町税（住民税・固定資産税・都市計画税・軽自動車税・国民健康保険

税）の該当する事項の納税証明書（又は非課税証明書）の交付を受けて

添付してください。 

 

（６）委任状（補助金交付申請手続等を代行者に委任する方） 

 

○ 施工業者等に各種手続きを委任する場合，委任状を添付してください。 

 

＜＜注意点＞＞ 

・補助金交付決定後の着工となりますので，「着工予定日」は申請日から３週

間後以降の日付で記入してください。 

 

・既に契約している電力会社との「電灯契約者」と，太陽光発電に係る「電力
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受給契約申込者」及び「補助金交付申請者」は同一とする必要があります。 

５ 補助事業申請内容の変更  

  補助金交付決定の通知を受けた方が，当該補助金の交付対象となった事業

の内容を変更しようとするとき，又は補助事業を中止若しくは廃止しようと

するときは，あらかじめ「利根町太陽光発電システム設置費補助事業変更等承

認申請書（様式第４号）」により町長に申請し，その承認を受けてください。 

 

６ 実績報告  

 補助事業の交付決定を受けた方は，太陽光発電システムの設置（電力受給契

約等を含む）が完了したときは，速やかに「利根町太陽光発電システム設置費

補助金実績報告書（様式第６号）」に次に掲げる書類を添えて報告してくださ

い。 

 実績報告書は，設置等完了日から６０日以内に提出してください。なお，申

請年度の３月２０日（閉庁日の場合は翌開庁日）までに必要書類が揃わない場

合は，補助金の交付決定を取り消しますのでご注意ください。 

※実績報告書の提出につきましては，審査に時間を要する都合上１０日程度

の余裕をもって提出をお願いいたします。 

 詳細は「１１ Ｑ＆Ａ」内の「実績報告について（１０～１１ページ）」をご

確認ください。 

 

（１）太陽光発電システム設置に要した費用の領収書の写し 

 

○ 太陽光発電システム設置費用が記載された「領収書」の写しを添付してく

ださい。太陽光発電システム以外の工事と一体になっている場合は，費用

の内訳が分かるもの（請求明細等）を添付してください。 

 

（２）電力受給契約申込書の写し 

 

○ 電力会社が発行する「電力受給契約申込書」のお客さま控えの写しを添付

してください。 

（東京電力パワーグリッド株式会社と契約される場合は，「接続契約のご

案内」と，「電力受給契約申込書兼系統連系申込書」（または「電力受給

契約申込書兼低圧配電線への系統連系申込書」）の写しを添付してくだ

さい。） 
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（３）太陽電池モジュールの製造番号及び出力特性の分かるもの 

○ 太陽電池モジュールごとの製造番号と出力が分かる「出力対比表」を添付

してください。 

（４）太陽光発電システムの設置状況を示す写真 

○写真は，次のものを添付してください。撮り忘れのないよう十分ご注意く

ださい。 

   ・太陽電池モジュール設置前の写真 

   ・太陽電池モジュール設置後の写真 

（設置前の状況と比較できるもので，設置枚数の確認が可能なもの) 

   ・パワーコンディショナ設置後の写真 

   ・太陽光発電用分電盤（ブレーカー）設置後の写真 

   ・買電及び売電用メーター（スマートメーター）設置後の写真 

 

７ 補助金の請求手続き  

実績報告書を提出後，補助金額の確定通知を受けた方は，「利根町太陽光発

電システム設置費補助金交付請求書（様式第８号）」に次に掲げる書類を添え

て補助金の交付を請求してください。 

 

（１）口座振替依頼書（交付請求書発送時に同封いたします。） 

 

８ 補助事業完了後の注意事項  

 

（１）財産の適正管理と処分制限 

 

○ 設置した太陽光発電システムは，その法定耐用年数（１７年）の期間，適

切な管理を行う必要があります。 

法定耐用年数の期限内に太陽光発電システムの処分を行う場合は，事前 

に承認を受けなければなりません。この場合，補助金の全部又は一部を返

還していただくこともありますのでご注意ください。 

 

（２）調査協力 

 

○町が取り組んでいる太陽光発電などの新エネルギーに関するアンケート

調査等を依頼する場合がありますので，ご協力をお願いします。 
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９ 手続きの流れ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申 請 者 利 根 町 

申請書の審査 補助金交付申請 交付申請書提出 

 

現 地 調 査 

交付の決定 交付決定通知書発送 補助金交付決定 

変更等申請 

変更承認 

変更申請書提出 申請書の審査 

申請書の承認 変更等承認書発送 

工 事 着 工 

設置工事等完了 

実 績 報 告 報告書の審査 

現 地 調 査 

補助金額の確定 

請求内容の審査 

支払手続き 

 

補助金額確定 

補助金受領・事業完了 

 

 

 

確定通知書発送 

補助金口座振込

み 

実績報告書提出 

※申請内容に変更がある場合 

（設置状況調査） 

 

（設置前調査） 

補助金交付請求 請求書提出 
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１０ 必要書類チェック表  

 

（１）交付申請時 

 

□ 利根町太陽光発電システム設置費補助金交付申請書（様式第 1号） 

  

[添付書類] 

□  太陽光発電システム設置に要する費用の内訳が記載された契約書の写し 

□  太陽光発電システム付き住宅等を購入する場合は住宅等の売買契約書の 

写し 

□  太陽光発電システムの形状，規格等を説明する書類 

□  太陽光発電システムの配置図及び設置予定場所の案内図 

□  申請者に住宅等の所有権がない場合は当該住宅等の所有者の承諾書 

□  町税に滞納がないことを証明する書類（町内に住所を有する方は不要） 

□  委任状（補助金交付申請手続を代行者に委任する方） 

 

 

 

（２）実績報告時 

 

□ 利根町太陽光発電システム設置費補助金実績報告書（様式第６号） 

  

 [添付書類] 

 □ 太陽光発電システムの設置等に要した費用の領収書の写し 

□ 電力受給契約申込書の写し 

□ 太陽電池モジュールの製造番号及び出力特性の分かるもの 

□ 太陽光発電システムの設置状況を示す写真 

 

 

 

（３）補助金交付請求時 

 

□ 利根町太陽光発電システム設置費補助金交付請求書（様式第８号） 

[添付書類] 

 □ 口座振替依頼書 
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１１ Ｑ＆Ａ  

 

（補助金全般について） 

 

Ｑ．すでに設置した対象施設，又は工事中のものについては，補助金は出ないの

ですか？ 

Ａ．設置前又は工事前の申請が補助金交付の条件となりますので，補助対象にな

りません。 

 

Ｑ．既に太陽光発電システムを使用していますが，太陽電池モジュールなどの 

 一部を交換（又は修理）しようと思いますが，対象になりますか？ 

Ａ．太陽光発電システムを導入するための補助金ですので，修理や部品の交換 

は補助対象になりません。 

 

Ｑ．親が所有する住宅に太陽光発電システムを設置しようと考えていますが， 

 対象になりますか？ 

Ａ．補助対象になります。ただし，所有者（親）の承諾書を添付していただくと

ともに，既に契約している電力会社との「電灯契約者」と，太陽光発電に係る

「電力受給契約申込者」及び「補助金交付申請者」は同一とする必要がありま

すのでご注意ください。 

 

Ｑ．太陽光発電システム付きの建売住宅を購入しますが，対象になりますか？ 

Ａ．補助対象になります。ただし，太陽光発電システムは未使用の場合に限りま

す。 

 

Ｑ．太陽光発電システムを増設しますが，対象になりますか？ 

Ａ．新たに，未使用の太陽電池モジュールを増設する場合は補助対象になります。 

ただし，使用中のものを含めて太陽電池モジュール増設後の最大出力の合計

が１０ｋＷ未満であることが条件となります。 

 

Ｑ．現地調査を行うことがありますか？ 

Ａ．着工前と設置完了後に，現地調査と現場の写真撮影を行います。 

  着工前の調査はモジュールの設置場所の確認となりますが，設置完了後の

調査はモジュールやパワーコンディショナ，ブレーカー等を確認するため，

申請者またはご家族の方の立会いをお願いします。 

 

 



9 

 

Ｑ．車庫の屋根に太陽光発電システムを取り付けますが，対象になりますか？ 

Ａ．補助対象になります。ただし，自宅の電源系統と連携し，逆潮流できること

が条件となります。 

  なお，カーポートに太陽光発電システムを取り付ける場合は，そのカーポー

トが建造物と同等の強度を有し，太陽光発電システムが法定年数（１７年）の

使用に耐え得ると認められる場合のみ補助対象になります。 

 

（補助申請について） 

 

Ｑ．施工業者等の代理申請は可能ですか？ 

Ａ．申請等の手続きを施工業者等に依頼することはできます。ただし，申請者か

らの委任状を提出していただきます。 

 

Ｑ．申請者と電力受給契約申込者が異なりますが，問題ありますか？ 

Ａ．申請者，工事請負契約者又は売買契約者及び電力受給契約申込者は同一で 

 ある必要があります。 

 

Ｑ．申請者と工事請負契約書又は売買契約者が異なりますが，問題ありますか？ 

Ａ．申請者，工事請負契約者又は売買契約者及び電力受給契約申込者は同一で 

ある必要があります。 

 

Ｑ．申請者住所とは，設置する場所ですか？ 現住所ですか？ 

Ａ．申請日現在，住民登録をしている住所を記入してください。 

 

Ｑ．申請者の印鑑は実印ですか？ 

Ａ．認印で差し支えありません。 

 

Ｑ．郵送での申請は可能ですか？ 

Ａ．予算の範囲内で先着順の受け付けとしていることから，受け付けの公平性を

期すために，郵送での申請は受け付けしていません。 

お手数ですが交付申請の際は利根町役場生活環境課の窓口にお越しくださ

い。なお，実績報告書などは郵送でも受け付けしております。 

 

Ｑ．書類作成時に印鑑の押印は必要ですか？ 

Ａ．書類を自書で作成する場合は不要です。自書しない場合（パソコンで作成し

た場合など）は押印が必要となります。 
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Ｑ．町税の納税証明書又は非課税証明書の添付について教えて下さい。 

Ａ．納税証明書又は非課税証明書の添付は，利根町以外にお住まいの方や転入し

て間もない方など利根町で町税を課税されていない方にお願いしています。

住所地の市区町村で，住民税・固定資産税・都市計画税・軽自動車税・国民健

康保険税のうち該当するものの証明を受けて添付してください。 

なお，証明書は補助金交付申請年度の「前年度分」のものを添付してくださ

い。 

 

（変更申請について） 

 

Ｑ．一度申請した内容を変更できますか？ 

Ａ．内容を変更する場合は，補助事業変更等承認申請書（様式第４号）の提出 

が必要となります。 

 ただし，補助事業変更等承認申請書の提出時点で，申請年度の予算額に達し

ている場合は補助金交付額の増額はできません。 

 

Ｑ．申請を取り消したいのですが，どうすればいいですか？ 

Ａ．申請を取り消す場合は，補助事業変更等承認申請書（様式第４号）の提出 

が必要となります。 

 

（実績報告について） 

 

Ｑ．設置等完了年月日とは，いつのことですか？ 

Ａ．機器の設置工事・電力受給契約等，全ての手続きが完了した日をいいます。 

 

Ｑ．電力会社へ「電力受給契約申込書」を提出後，承諾までの期間はどれくらい

かかりますか？ 

Ａ．電力会社へ確認したところ，承諾までの期間は１ヶ月から２ヶ月程度かかる

とのことでした。実績報告書には承諾を受けた「電力受給契約申込書」の写し

を添付していただきますので，これらの期間を考慮して早めに申し込みを行

ってください。なお，申し込みは工事着工前でも可能とのことです。 

 

Ｑ．工事代金をローンで支払うため，領収書が添付できないのですが？ 

Ａ．太陽光発電システム設置費用を支払ったことを確認するため，工事費全額の

金額が記載された領収書が必要になります。施工業者にご相談いただき，ロー

ンによる代金受領を領収書等で証明していただきますようお願いします。 

 

 



11 

 

Ｑ．振込口座は，家族名義の口座でも可能ですか？ 

Ａ．補助金の振込は，申請者ご本人の口座になります。申請者以外の口座には 

振込できませんのでご了承ください。 

 

Ｑ．実績報告書の提出期限について教えてください。 

Ａ．事業完了後６０日以内，または申請年度の３月２０日のいずれか早い日まで

に実績報告書を提出してください。 

  申請年度内に設置が完了できない場合，または提出期限までに実績報告書

及び必要書類の提出がない場合は，補助対象になりませんのでご注意くださ

い。  
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13 

 

様式第１号（第６条関係） 

令和  年  月  日 

 利根町長      様 

 

申請者 住  所             

氏  名            

電話番号             

 

利根町太陽光発電システム設置費補助金交付申請書 

 

 利根町太陽光発電システム設置費補助金交付要綱第６条の規定により，下記

のとおり申請します。 

 なお，同要綱第３条第１項第１号（所有要件）及び第２号（税要件）の該当の

有無に関して，調査することに同意します。 

記 

太陽光発電システム

の設置場所 
 利根町 

太陽光発電システム

の設置区分 

１ 既存の住宅に設置する 

２ 新築の住宅に設置する 

３ システムが設置された住宅を購入する 

４ その他（                   ） 

太陽電池モジュール

の 最 大 出 力 値 
ｋＷ（小数点以下２桁未満は切捨て）  

太陽電池モジュール

メ ー カ ー ・ 型 番 
 

交 付 申 請 額                 円 

工 事 着 工 予 定 日         年   月   日 

工 事 完 了 予 定 日         年   月   日 

 

添付書類 

１ 太陽光発電システム設置に要する費用の内訳が記載された契約書の写し 

（太陽光発電システム付き住宅等を購入する場合は，売買契約書の写し） 

２ 太陽光発電システムの形状，規格等を説明する書類 

３ 太陽光発電システムの配置図及び設置予定場所の案内図 

４ 申請者に住宅等の所有権がない場合は当該住宅等の所有者の承諾書 

５ 町税に滞納がないことを証明する書類 

６ その他町長が必要と認めるもの 
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様式第２号（第７条関係） 

 

 

利根町指令 生環第    号 

  令和     年   月   日 

 

          様 

 

利根町長          印 

 

利根町太陽光発電システム設置費補助金交付決定通知書 

 

    年   月   日付けで申請のあった利根町太陽光発電システム設置

費補助金の交付については，下記のとおり決定したので，利根町太陽光発電シス

テム設置費補助金交付要綱第７条の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 補助金交付決定額         円 

 

２ 交付の条件 

（１）利根町補助金等交付規則及び利根町太陽光発電システム設置費補助金 

交付要綱を遵守すること。 

（２）設置が完了した日から６０日以内又は当該年度の３月２０日のいずれか 

早い日までに，利根町太陽光発電システム設置費補助金実績報告書（様式 

第６号）を提出すること。 

（３）補助事業の内容を変更・中止・廃止しようとするときは，あらかじめ町長 

の承認を受けること。 
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様式第３号（第７条関係） 

 

 

利根町指令 生環第    号 

令和    年   月   日 

 

          様 

 

利根町長          印 

 

利根町太陽光発電システム設置費補助金不交付決定通知書 

 

    年   月   日付けで申請のあった利根町太陽光発電システム設置

費補助金の交付申請については，下記のとおり不交付としたので，利根町太陽光

発電システム設置費補助金交付要綱第７条の規定により通知します。 

 

 

記 

 

 

 不交付決定の理由 
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様式第４号（第８条関係） 

 

 

令和  年  月  日 

 

 利根町長       様 

 

補助事業者 住  所             

氏  名            

電話番号             

 

利根町太陽光発電システム設置費補助事業変更等承認申請書 

 

   年  月  日付け利根町指令 生環第  号で補助金交付決定通知の

あった利根町太陽光発電システム設置費補助事業の実施について，変更・中止・

廃止したいので承認願いたく関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

変更等の内容 

   変更   中止   廃止   （いずれかに○） 

変更の場合 

変更前 変更後 

変更等の理由   

 

 ※ 変更等の内容が確認できる書類を添付してください。 
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様式第５号（第９条関係） 

 

 

利根町指令 生環第  号 

   年   月   日 

 

          様 

 

利根町長          印 

 

 

利根町太陽光発電システム設置費補助事業変更等承認書 

 

    年   月   日付けで申請のあった利根町太陽光発電システム設置

費補助事業の変更・中止・廃止については，利根町太陽光発電システム設置費補

助金交付要綱第９条の規定により，下記のとおり承認します。 

 

記 

 

内 容 

変更    中止    廃止 

変更の場合 

変更前 変更後 

条件等及び 

補助金の額 
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様式第６号（第１０条関係） 

 

 

  年  月  日 

 

 利根町長       様 

 

補助事業者 住  所             

氏  名            

電話番号             

 

利根町太陽光発電システム設置費補助金実績報告書 

 

   年  月  日付け利根町指令 生環第  号で補助金交付決定通知の

あった利根町太陽光発電システム設置費補助金については，設置が完了したの

で，利根町太陽光発電システム設置費補助金交付要綱第１０条の規定により，下

記のとおり書類を添えて報告します。 

 

記 

 

１ 補助金交付決定額                  円 

 

２ 設置等完了年月日        年   月   日 

 

３ 添付書類 

（１）太陽光発電システム設置に要した費用の領収書の写し 

（２）電力受給契約申込書の写し 

（３）太陽電池モジュールの製造番号及び出力特性の分かるもの 

（４）太陽光発電システムの設置状況を示す写真 

（５）その他町長が必要と認めるもの 
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様式第７号（第１１条関係） 

 

 

利根町指令 生環第  号 

   年   月   日 

 

          様 

 

利根町長          印 

 

 

利根町太陽光発電システム設置費補助金交付額確定通知書 

 

   年  月  日付けで実績報告書が提出された利根町太陽光発電システ

ム設置費補助金については，下記のとおり交付額を確定したので利根町太陽光

発電システム設置費補助金交付要綱第１１条の規定により通知します。 

 

 

記 

 

 

 補助金交付確定額           円 
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様式第８号（第１２条関係） 

 

 

利根町太陽光発電システム設置費補助金交付請求書 

 

 

    年   月   日付け利生環 指令  号で確定通知のあった利根町

太陽光発電システム設置費補助金を，下記のとおり請求します。 

 

 

  年  月  日 

 

 利根町長       様 

 

補助事業者 住  所             

氏  名            

電話番号             

 

 

１ 請求金額     金          円 

 

２ 振込先 

金融機関名   店 名   

預 金 種 目 普通   当座 
口 座 

番 号 
  

フリガナ 

口座名義人 
  

 

※ 口座振替依頼書添付 
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様式第９号（第１３条関係） 

 

  年  月  日 

  

利根町長       様 

 

補助事業者 住  所             

氏  名            

電話番号             

 

太陽光発電システム財産処分承認申請書 

 

 利根町太陽光発電システム設置費補助金交付要綱第１３条第２項の規定に 

より，下記のとおり太陽光発電システムの財産処分承認を申請します。 

 

記 

 

太陽光発電システム

設  置  場  所 
  利根町 

補 助 事 業 者 名   

太陽光発電システム

設 置 完 了 日 
       年   月   日 

処 分 予 定 日        年   月   日 

処 分 の 方 法 

(該当するものに○) 

  売却    譲渡    交換    貸与 

 

  担保    廃棄    その他（     ） 

処 分 の 理 由   
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様式第１０号（第１３条関係） 

 

利根町指令 生環第  号 

   年   月   日 

 

          様 

 

利根町長          印 

 

太陽光発電システム財産処分承認・不承認通知書 

 

 利根町太陽光発電システム設置費補助金交付要綱第１３条第３項の規定に 

より，太陽光発電システムの財産処分については下記のとおり決定したので 

通知します。 

 

記 

 

承認・不承認の別     承認    不承認    （どちらかに○） 

太陽光発電システム

設  置  場  所 
 利根町 

補 助 事 業 者 名   

太陽光発電システム

設 置 完 了 日 
     年   月   日 

処 分 予 定 日      年   月   日 

処 分 の 方 法 

(該当するものに○) 

  売却    譲渡    交換    貸与 

  担保    廃棄    その他（     ） 

処 分 の 理 由   

承認・不承認の理由   
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（参考様式） 

 

  年  月  日 

 

 

太陽光発電システム設置承諾書 

 

 

申請者  住 所                   

 

     氏 名                   

 

 

 次の （ 土地 ・ 建物 ） に太陽光発電システムを設置し，利根町太陽光発電

システム設置費補助金交付申請することを承諾します。 

 

 

太陽光発電シス

テムを設置する

住宅等の住所 

 

利根町 

 

 

             住  所                   

 

土地・建物 所有者    氏  名                 ㊞ 

 

             電話番号                   
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（参考様式） 

 
委 任 状 

 

 

 

           代理人  住  所 
 
              氏  名                
 
              会 社 名 
 
              電話番号 
 
 
 
 私は，上記の者を代理人として，利根町太陽光発電システム設置費補助金交付 
 
申請等に係る一切の手続きを委任します。 
 
 
 
   利根町長        様 
 
 
              年  月  日 
 
 
          委任者 住  所 
 
              氏  名                

 

 

 

 


